
　② 申請書の受付・審査（毎月１５日締切※）

　③ 事前審査会の審査

　④ 農地部会による審議（毎月５日頃開催）

　⑤ 許可書の作成・台帳処理

　　　　競・公売の場合は適格証明書交付手続きが付加される

　　　　※土日祝日にあたる場合は直前の平日
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農地法第３条の手続き・処理手順

⑥ 許可書の交付

① 許可申請書の提出


